
様式第３号(第１２条関係) 

会 議 録 

会議の名称 第 14 回越谷都市計画事業吉川美南駅東口周辺地区土地区画整理審議会 

開催日時 

 午前・午後 ２時５７分から 

 令和３年９月３０日(木) 

午前・午後 ３時５５分まで 

開催場所  吉川市中央公民館１０１・１０２研修室 

出席委員(者)氏名 

中村嘉市委員、菊名剛委員、永塚守利委員、末重秀二委員、 

名三津男委員、鈴木繁委員、名倉嘉一委員、名倉定一委員、 

竹内清武委員、小倉重治委員、水上欽也委員、飯島長壽委員、 

村瀬信雄委員 

欠席委員(者)氏名  なし 

担当課職員職氏名 

吉川美南駅周辺地域整備課課長   堀江豊 

吉川美南駅周辺地域整備課副主幹  小林浩二 

吉川美南駅周辺地域整備課主査   田口裕章 

吉川美南駅周辺地域整備課主任   川井義久 

吉川美南駅周辺地域整備課主事   深瀬友浩 

会議次第と会議の公

開又は非公開の別 

（１）開会 

（２）保留地の一部変更について（非公開） 

（３）第７回仮換地指定について（非公開） 

 （４）施行者限りの処理（換地設計の軽微な変更）について 

（非公開） 

 （５）閉会 

非公開の理由 

（会議を非公開にし

た場合） 

「保留地の一部変更について」「第７回仮換地指定について」「施行

者限りの処理（換地設計の軽微な変更）について」は、吉川市情報公

開条例第７条第２号に規定されている「個人に関する情報」が含まれ

るため、吉川市市民参画条例施行規則第３条第２号の規定に基づき、

非公開とする。 

傍聴者の数  ０人 

会議資料の名称 
・次第 

・保留地調書（資料１） 



・第７回仮換地指定について（資料２）（回収資料） 

・施行者限りの処理について（資料３）（回収資料） 

・産業ゾーンの募集状況（参考資料１） 

・交渉難航地権者の状況（参考資料２）（回収資料） 

・土地評価基準の見直し（参考資料３） 

・土地利用計画図（第三回変更）（掲示資料） 

・従前の土地図（掲示資料） 

・第７回仮換地指定位置図（掲示資料） 

会議録の作成方法 

 □録音機器を使用した全文記録 

 ■録音機器を使用した要点記録 

 □要点記録 

会議録確認指定者  菊名剛委員、永塚守利委員 

その他の必要事項  無 

 

 



審議内容(発言者、発言内容、審議経過、決定事項等) 

事務局 

 

会長 

 

事務局 

 

 

 

 

 

会長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

会長 

 

 

 

各委員 

 

 

 

事務局 

 

 

 

（１）開 会 

（２）配布資料の確認 

（３）会長挨拶 

（４）会議の成立 

・会議の成立は、土地区画整理法第６２条第３項の規定により、委

員の半数以上の出席が必要とされております。 

・本日は委員１３名全員が出席のため、本審議会は成立しているこ

とを報告します。 

（５）議事録署名委員の選出 

・本日の議事録署名委員は、菊名剛委員と永塚守利委員にお願いしま

す。 

 

（６）会議の公開・非公開の決定 

・本日の議事である「保留地の一部変更」、「第７回仮換地指

定」、「施行者限りの処理」は、閲覧していただく資料には地権

者の個人情報が記載されているなど、吉川市情報公開条例第７条

第２号に規定されている「個人に関する情報」が含まれるため、

吉川市市民参画条例施行規則第３条第２号の規定に基づき、非公

開とすることが妥当であると考えます。 

 

・本日の議事である保留地の一部変更、第７回仮換地指定、施行者

限りの処理については、個人情報が含まれるため非公開として進

めたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 

 （異議なし） 

 

（７）議事 

【保留地の一部変更について】 

（「諮問文第１５号」朗読。） 

（保留地調書（資料１）、産業ゾーンの募集状況について（参考資

料１）、交渉難航地権者の状況（参考資料２）を用いて説明。） 

・産業ゾーンについては、事業者を募集した４画地、全てにおいて



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

優先交渉権者が決まりました。各者とは協議を進めており、全て

の事業者と基本協定等まで締結している状況にあります。これら

産業ゾーン４画地の保留地につきましては、第１２回審議会の諮

問第１３号にてご審議いただき、同意の答申をいただいていま

す。 

・今回審議していただくのは、先ほどご覧いただいた資料の画地番

号３の産業ゾーン内で東京ワン運営合同会社が進出する画地を構

成する保留地１街区３－４１画地を２つに分割する変更です。 

・１街区３－４１画地の保留地、市有地及び地権者の仮換地と合せ

て、約３万７０００㎡で構成しております。今回、保留地を変更

するに至った理由としては、この東京ワン運営合同会社が進出す

る１街区３－４１画地の保留地の底地に交渉難航地権者が構築物

を設置していることから、東京ワン運営合同会社側と施設配置計

画に影響が生じないよう留意して調整した結果、１街区３－４１

画地の保留地を分割して、段階的に契約することになりました。

そのため、今回、保留地を分割することについて、ご審議をいた

だきます。 

・交渉難航地権者との経緯等については「参考資料２」をご覧くだ

さい。分割前の１街区３－４１画地東側に、対象者の□□□□□

の共有地が従前地として含まれています。令和２年７月の第１０

回審議会にて仮換地指定の答申をいただき、７月３０日付で仮換

地指定通知書を発送し、８月７日効力発生となりました。この仮

換地指定に対する行政不服審査請求について、審査庁である埼玉

県からは、不服申立て期間の３ヶ月以内に、当人から審査請求の

提出があったとの報告はありませんでした。 

・令和２年８月の市長との面談後、換地や補償についての調整が再

開され、令和２年１０月には仮換地指定前にあった補償物件に係

る移転補償については、相手方から口頭での合意・協力の意思が

示され、移転補償契約締結に至る前に共有地に置いてあった構築

物などは、令和２年１０月末までに当人により全て撤去がされま

した。しかしながら、その後の令和２年１２月２６日以降に構築

物が撤去された共有地に再び構築物が設置されていることを確認

いたしました。 

・相手方には仮換地指定により、すでに使用収益権は停止され、施
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事務局 

 

 

行者の管理地となっていることを説明し、再度設置した構築物を

撤去するよう協議を行いましたが、相手方は仮換地指定後に設置

した構築物に対しても補償を求めるなど、受け入れられない要求

を提示してきたため、その要求には応じることができないと回答

しました。なお、現在も後から設置された構築物は占有されてい

る状況が続いています。 

・このまま残置が続くと、東京ワン運営合同会社との保留地売買契

約ができないため、この部分の保留地処分金の収入が見込めず、

事業への影響および地権者の方々への影響も大きいことから、市

の顧問弁護士と相談し、司法による事態の解決を図ることとしま

した。土地明渡請求事件として訴訟の提起を行うことについて、

令和３年９月市議会定例会に可決され、現在はさいたま地方裁判

所越谷支部に訴状を提出する準備を進めています。 

 

【質疑応答】 

・参考までにお聞きしますが、３－４１画地のどのあたりに構築物

があるのですか。 

 

・このあたりになります。（掲示土地利用計画図にて説明） 

 東京ワン運営合同会社は□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□問題解決後に契約を行う予定です。 

 

・以前、私道部分にかかる裁判は、被告である地権者側の費用の持

ち出しはほとんどなく解決したと聞きました。今回については、

口頭では了解したけれど、また構築物を設置し問題を投げかけて

いる状態になっています。どうせ、市に訴えられても金を取られ

ることはないと思っているのではないか。実際どうなるかは分か

りませんが、個人的には損害賠償請求をするなどの手続きを取っ

ても良いかと思います。 

 

・前回の訴訟について説明します。相手方も代理人弁護士を立てて

裁判を行いましたので弁護士費用は生じています。最終的に砕石

の処分について、相手方及び関係者から異議を申し立てないと誓
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約が取れたので、訴えの取り下げといった形で裁判が終了しまし

た。 

・今、話のありました損害賠償請求といったことになりますと、民

事訴訟になります。その場合、損害がどれだけあったのか証明す

ることが難しいこと、新たな弁護士費用が生じること、長い裁判

期間を要することなどが考えられますので、全ての案件について

損害賠償請求を行うことは難しいと考えます。 

・今回の訴訟については、まだ、訴状の提出に至っていないので相

手方が弁護士を立てるのか分かりません。損害状況について著し

いと判断されれば、損害賠償請求をすることもあるかもしれませ

ん。 

 

・状況次第では損害賠償請求もあるかもしれないとのことですね。

これだけ大きな保留地の売却ができないことになれば、事業全体

の損害になると思います。 

 

・損害について弁護士に確認したところ、地権者の皆様には感情論

的な損害はあると思いますが、法的における損害は現実的な損害

を立証する必要があり、難しいと伺っています。 

 

・諮問第１５号「保留地の一部変更について」、原案に同意される方

は、挙手をお願いします。 

 

（全員挙手） 

 

・全員賛成により、諮問第１５号「保留地の一部決定について」、原案

のとおり同意しますので、答申致します。事務局は、答申書の準備を

お願いします。 

 

（会長が答申書へ署名・捺印） 

 

・答申文を代読願います。 

 

（答申文の代読） 
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【第７回仮換地指定について】 

（「諮問文第１６号」朗読。） 

（「第７回仮換地指定について（資料２）、土地評価基準の見直しに

ついて（参考資料３）を用いて説明。） 

・土地評価基準の見直しについてご報告します。土地評価基準は平成３

０年１１月２０日に土地などの評価の経験を有する評価員３名に諮問

をし、審議の上、答申をいただき定めています。今回、この土地評価

基準のうち、第１７条第２項第１１号にある建設副産物が確認された

画地及び、別表２－１４の建設副産物修正係数の見直しを行いまし

た。 

・当地区では事業開始前からすでに盛土がされている畑などの土地を対

象として建設副産物の調査を実施しています。この調査により、建設

副産物が発見された土地の評価を修正する係数です。 

・当初の建設副産物の修正係数は、試掘調査によって確認されたコンク

リートガラ等を基に係数を定めておりましたが、その後、建設副産物

が確認された箇所を掘削工事したところ、一部の土地から市が想定し

ていたよりも処分に費用がかかる燃え殻や油混じり土が確認されたこ

とから、参考資料３の新旧対照表のとおり土地評価基準の一部を見直

しました。 

・第１７条第２項第１１号は、今回新たに建設副産物に関する区分を追

加しましたので、建設副産物の後ろに「等」を付けました。別表２－

１４の表題は、第１１号と同様に「等」を付け加え、新たに混合ごみ

の区分を追加し、修正係数は０．０１から０．９７までと設定しまし

た。この見直しにつきまして、令和３年９月３日から９月９日にかけ

て開催した評価員会において、適正であるとの判断をいただいており

ます。 

・第７回仮換地指定は、一般の地権者の仮換地指定と産業ゾーンの土地

処分に伴う吉川市所有地の仮換地指定です。 

・今回の仮換地指定調書は仮換地指定の他に「取消指定」「再指定」の

欄を新たに設けてあります。今回、仮換地指定するものの中で、既に

仮換地指定済みであり、先程、報告しました土地評価基準の見直しを

受けて仮換地を変更する方がいます。その方については仮換地指定を

一度取り消し、改めて仮換地指定を行います。今回の仮換地指定によ
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事務局 

 

り仮換地の面積ベースで約６割の仮換地指定が実施されることになり

ます。 

・□□□□の仮換地指定は、従前地に建設副産物が確認されており、

見直をした土地評価基準に基づき土地評価を行い４９街区７画地に

４２３㎡の仮換地を指定するものです。 

・□□□□の仮換地指定は、当初６１８㎡で仮換地指定を行いました

が、仮換地指定後に建設副産物が確認されたため、見直をした土地

評価基準に基づき土地評価を行い、４８街区４画地に仮換地面積を

４５８㎡に変更します。 

・吉川市所有地の一部については、産業ゾーンの４画地に今回仮換地指

定します。なお、吉川市の所有する残りの土地については、商業・業

務ゾーンなどへの換地を予定しています。 

 

【質疑応答】 

・無し。 

 

・諮問第１６号「第７回仮換地指定について」、原案に異存のない方

は、挙手をお願いします。 

 

（全員挙手） 

 

・全員挙手により、諮問第１６号「第７回仮換地指定について」、原案

のとおり、異存のない旨を答申いたします。事務局は、答申書の準備

をお願いします。 

 

（会長が答申書へ署名・捺印） 

 

・答申文を代読願います。 

 

（答申文の代読） 

 

【施行者限りの処理について】 

（「施行者限りの処理について（資料３）」について説明。） 
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・今回は、前回の審議会で報告した内容と同じく、仮換地先の分割

にともなう従前地の分筆を行った１件について報告します。土地

所有者である□□□より１,６１５㎡の仮換地を将来の土地利用に

合わせて変更前、４筆あった従前地を１３筆に分筆して、１画地

であった仮換地を１０画地に分割しました。 

・①-５画地は小さく４４㎡の仮換地ですが、隣接する親族の所有す

る仮換地と一体で利用する予定の仮換地です。 

・対象地である仮換地の変更前と変更後の形状及び面積に変更はあ

りません。 

 

【質疑応答】 

・無し。 

 

【連絡事項等】 

・次回第１５回の審議会は、１１月頃を予定しています。 

・本日の資料の中には個人情報の記載等がありますので、漏えいな

どが無いよう事務局で適切に管理させていただきます。 

 

（８）閉 会 

・以上をもちまして、第１４回 越谷都市計画事業 吉川美南駅東口周

辺地区土地区画整理審議会を閉会いたします。 

以 上  

以上、会議の内容に相違ないことを証するため、ここに署名する。 

令和３年１１月１８日             令和３年１１月１８日 

署名委員  菊名  剛（自署）      署名委員  永塚  守利（自署） 


